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令和 6年度エイジフレンドリー補助金の周知について（お願い） 

 

 

今般、厚生労働省から一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会を通

じて、エイジフレンドリー補助金（申請期間：令和 6年 5月 7日～令和 6年 10

月 31日）の周知依頼がありました。 

厚生労働省は、第 14 次労働災害防止計画において、「高年齢労働者の安全と

健康確保のためのガイドライン」（「エイジフレンドリーガイドライン」）に基づ

く高年齢労働者の安全衛生確保の取組を実施する事業場の割合を 2027 年まで

に 50％以上とすることを目標として定めており、目標達成のためにエイジフレ

ンドリー補助金の活用の勧奨と取組の促進が図られているところです。 

本補助金は、中小企業事業者からの申請を受けて日本労働安全衛生コンサル

タント会が審査等を行い、補助金の交付決定と支払いが実施されます。 

医療・福祉業では、常時使用する労働者数が 100人以下、あるいは資本金又

は出資の総額が 5,000 万円以下の事業者が中小企業事業者とされますが、資本

金・出資がない場合には、労働者数のみで判断することとなります。 

つきましては、本補助金の趣旨をご理解の上、貴会会員ならびに貴会関係郡

市区医師会等への周知方につきまして、ご高配を賜わりますようお願い申し上

げます。 
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エイジフレンドリー補助金事務センター

エイジフレンドリー補助金の周知について （お願い）

　

エイジフレンドリー補助金の周知・広報にご協力いただき感謝申し上げます。

　

さて、当会は、昨年度に引き続きエイジフレンドリー補助金の実施事業者とな
りました。

　

厚生労働省では、 第 １４ 次労働災害防止計画において、「高年齢労働者の安全

と健康確保のためのガイドライン」（エイジフレンドリーガイドライン」）に基づ

く高年齢労働者の安全衛生確保の取組を実施する事業場の割合を２０２７年までに
５０％以上とすることが目標として定めているところであり、 これに資するよう、
あらゆる機会を捉えてエイジフレンドリーガイドラインの周知を図り、 エイジ

フレンドリー補助金の活用を勧奨しつつ取組の促進を図ることとしています。

　

今般、厚生労働省より皆様に対し、エイジフレンドリーガイドライン及び令和
６年度エイジフレンドリー補助金リーフレット周知・広報を行っていただきたい

旨の依頼がありました。

　

つきましては、 エイジフレンドリーガイ ドライン及び 「令和 ６年度エイジフ
レンドリー補助金」のご案内のリーフレットを同封いたしますので、会員に対し

ての広報のご協力を賜わりますよう、 よろしくお願い申し上げます。

　

（エイジフレンドリーガイ ドライン）

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｉｐ／ｃｏｎｔｅｎｔ／１１３０００００／００１２５２５３３．ｐｄｆ

　

（令和６年度エイジフレンドリー補助金」 のご案内）
ｈｔｔｐｓ：／／州ｗ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｉｐ／ｃｏｎｔｅｎｔ／ｌ１３０００００／００１１５８９４７ ｄｆ
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働く高齢者の特性に配慮した安全な職場を目指しましょう

都道府県労働局・労働基準監督署 （Ｒ6．４）

エイジフレンドリーガイドライン
（高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン）

エイジフレンドリー補助金では、「エイジフレンドリーガイドライン」に基づき、高年齢
労働者（60歳以上）の労働災害防止に取り組む中小企業事業者の皆さまを支援しています。
高年齢労働者の労働災害防止対策、労働者の転倒・腰痛防止のための専門家による運動指
導等の実施、労働者の健康保持増進に取り組む際は、エイジフレンドリー補助金を是非、
ご活用ください。

エイジフレンドリー
補助金

エイジフレンドリー補助金

経営トップによる方針表明と体制整備
経営トップが高年齢労働者の労働災害防止対策に取り組む方針を表明し、対策の担当者を明確化
します。労働者の意見を聴く機会を設けます。

高年齢労働者の労働災害防止のためのリスクアセスメントの実施
高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害発生リスクについて、災害事例やヒヤリハット
事例から洗い出し、優先順位をつけて２以降の対策を実施します。

１ 安全衛生管理体制の確立

身体機能の低下を補う設備・装置の導入（主としてハード面の対策）
身体機能の低下による労働災害を防止するため施設、設備、装置等の改善を行います。

高年齢労働者の特性を考慮した作業管理（主としてソフト面の対策）
敏捷性や持久性、筋力の低下等の高年齢労働者の特性を考慮して作業内容等の見直しを行います。

２ 職場環境の改善

健康状況の把握
雇い入れ時および定期の健康診断を確実に実施するとともに、高年齢労働者が自らの健康状況
を把握できるような取組を実施するよう努めます。

体力の状況の把握
事業者、高年齢労働者双方が当該高年齢労働者の体力の状況を客観的に把握し必要な対策を行
うため、主に高年齢労働者を対象とした体力チェックを継続的に行うよう努めます。
※ 健康情報等を取り扱う際には、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取り扱いの
ために事業者が講ずべき措置に関する指針」を踏まえた対応が必要です。

３ 高年齢労働者の健康や体力の状況の把握

個々の高年齢労働者の健康や体力の状況を踏まえた対応
・基礎疾患の罹患状況を踏まえ、労働時間の短縮や深夜業の回数の減少、作業の転換等の措置を講
じます。

・個々の労働者の状況に応じ、安全と健康の点で適合する業務をマッチングさせるよう努めます。

心身両面にわたる健康保持増進措置
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針（THP指針） 」や「労働者の心の健康の
保持増進のための指針（メンタルヘルス指針）」に基づく取組に努めます。

４ 高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応

高年齢労働者、管理監督者等に対する教育
労働者と関係者に、高年齢労働者に特有の特徴と対策についての教育を行うよう努めます。
（再雇用や再就職等で経験のない業種、業務に従事する場合、特に丁寧な教育訓練を行います。）

５ 安全衛生教育




